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怪しいわ

　春は、卒業、就職のシ－ズンです。インタ－ネットの普及に伴い、いろいろな情報が必
要なときに、簡単に得られる時代になりました。しかし、振り込め詐欺や架空・不当請求
などの犯罪や、訪問販売リフォ－ム事件に代表される悪質商法が、次々と出現する時代で
もあります。そこで、消費者被害を防ぐポイントをいくつか紹介いたします。

　被害防止のためには、契約前によく調べることが大切です。業者に関すること、商品・
サ－ビスの品質、種類、価格帯などを比較検討しましょう。
　また、消費生活センタ－の情報やインタ－ネットで得られる情報なども活用しましょ
う。家族や知人など相談できる人の意見を求めるのもいいでしょう。

　自分のライフスタイルを踏まえて、どんな商品・サ－ビスが必要か、どの程度の予算
が合理的か検討します。検討する際には、あらかじめ調べた情報が役に立ちます。

　契約する前には、業者の説明を聞くだけでなく、渡された資料類、契約書類をよく読
みましょう。明確で平易に書いてありますか。内容は納得できるものでしょうか。
　あなたが読んでみて、よく分からないという場合には、慌てて契約してはいけません。
　消費者契約法では、業者に「重要な情報は消費者に明解かつ平易に提供する責務」を
課しています。
　渡された資料の内容がよく分からないという場合には、説明を求めて納得した上で、
契約するようにしましょう

　いらないときは、「いりません」とはっきり断り
ましょう。
　あいまいな態度はトラブルのもとです。急いで契
約する必要はありません。
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　進学、就職、転勤等に伴い住まいを探す機会の多い時期ですが、まずは、物件や近隣の
状況について十分な下調べをし、現地には必ず足を運びましょう。

　敷金、保証金などですが、敷金は家賃の不払いや室内を汚したり、傷をつけたりした
場合に修理費用に備えるものです。何もなければ返還されるのが原則です。

　地域によって商慣習が異なります。
　特約は合理性があり、貸主及び借主が理解し合っ
ている場合に有効とされます。

　トラブルの未然防止のために判例や実務を踏まえ、
現時点で妥当と考えられる一般的ル－ルを示したも
のに、国土交通省（旧建設省）が98年にまとめた「原
状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がありま
す。

★原状回復義務とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではありません。
《借主の故意、過失により生じた汚損や無断で原状を変更したときに借主が負担する責任です》

★トラブル防止のためには、契約締結時において、契約条件を当事者双方がよく確認する
ことが大切です。

★賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を
減少させるのが適当です。


